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第１ はじめに 

本ポリシーは、本組合議会及び本組合内の情報セキュリティを確保する

ための方針、体制、対策等を定めることを目的とする。 

本組合議会及び本組合は、構成団体であるまんのう町庁舎内に執務室が

あり、まんのう町より情報システムを借用し使用していることから、まん

のう町情報セキュリティポリシーに基づいた対策に取り組む。また、借用

している機器に応じて、まんのう町に協力を求めて対応する。 

 

第２ 情報セキュリティ基本方針 

まんのう町情報セキュリティポリシー中「情報セキュリティ基本方針」

に基づいた対策を講じる。 

適用範囲は、まんのう町外二ケ市町（十郷地区）山林組合規約第5条に規

定する議会、第8条に規定する執行機関、及び第11条に規定する監査委員と

する。 


